様式第１号（第４条関係）
杵築市緊急通報システム利用申請書
　　年　　月　　日
杵築市長　　　　　　　　殿
申請者 （住所）杵築市　　　　　　　　
（氏名）　　　　　　　　　　　　　
（続柄）　　　　　　　　　　　
下記により、通報先協力者の承諾を得た上で、緊急通報システムの利用を申請します。
	利用者
	住所
	杵築市　　　　　　　　　　　　　　　　　　（行政区　　　　　）

	
	ふりがな
	
	電話
	自宅
携帯

	
	氏名
	
	
	

	
	生年月日
	　　年　　　月　　　日　生まれ

	
	生活状況
	ひとり暮らし・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	家族連絡先
	住所
	

	
	ふりがな
	
	続柄
	電話
	自宅
携帯

	
	氏名
	
	
	
	

	機　器
	①あいことば(自宅設置型Ⅰ) 　　　 ②携帯型 
※①・②のいずれかを選んでください。固定電話がない方は②携帯型を選択してください。

	協力者承諾確認欄　※緊急時に利用者宅へ到着可能な方を2名以上お願いします。
私は、上記利用者の緊急時の通報先協力者として、通報を受けた時は直ちに状況を確認後、必要な措置を講じることを承諾します。

	協力者氏名
	関係
	住　　　所
	連絡先

	　
	
	
	自宅
携帯

	
	
	
	自宅
携帯

	
	
	
	自宅
携帯


※本人の状況など詳しい情報は、裏面にご記入お願いします。差し支えなければ、記入者のお名前とご連絡先も併記してください。
※緊急時における不安感の解消や、安心した生活の確保が目的ですので身体の安全を保障するものではありません。
身体状況
	現在患っている病気の
詳細
※あてはまるものに○
	１.心臓疾患
	２.脳梗塞・脳血栓等
	３.高血圧症
	４.肝臓病

	
	５.糖尿病
	６.リューマチ・神経痛
	７.腎臓病
	８.胃腸病

	
	９.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	医療機関
	医療機関名
	住所

	
	主治医
	電話


介護保険の状況
	要介護認定・

要支援認定
※あてはまるものに○
	認定なし ・ 申請中
総合事業対象者 ・ 要支援１ ・ 要支援２ 
要介護１・ 要介護２ ・ 要介護３ ・ 要介護４ ・ 要介護５

（認定年月日：　　　　 年　　 月　　 日）


地域包括支援センター
	
	名　称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住　所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
電　話（　　　　－　　　　－　　　　） 担当者名（　　　　　　　　）

	特記事項


同　意　書
杵築市長 　様
 　　　　　　　　　　　　　　（利用者）住　所   杵築市　　　　　　　　　　　　　　　
 氏  名　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　 
 　　　
私は、緊急通報システムの利用を申込するにあたり、次の事項を承諾し固く守ることを誓約します。

１．利用が決定した際に、杵築市（以下「市」という。）が、申請に対する決定の内容を民生委員

に通知することに同意します。
２．設置を受けた緊急通報装置は壊さないように丁寧に取り扱い、これを他人に譲る、売る、貸す
など、他の目的には使用しません。
３．緊急通報装置は緊急に援助を要するときに使用し、それ以外の目的でみだりに使用しません。
４．私の不注意により、設置している緊急通報装置の一部若しくは全部を破損又は紛失したときは、

直ちに市に申し出たうえ、責任をもって復元します。
５．緊急通報装置の設置、システム利用及び廃止により発生した利用料・通話料等の費用は責任をもって負担します。また、設置・廃止に伴い、修復費用が発生したときは、責任をもって負担します。このほか、市が負担する以外の費用は責任をもって負担します。
６．緊急通報装置の設置を受けている間は、私の近隣において緊急時に対応できる『協力者』を確保し、『協力者』には、緊急時に速やかに私の自宅に出向き、対応をすることの承諾を得ます。
７．次のいずれかに該当するときは、速やかに市へ届け出します。

 （１）氏名・住所・電話番号の変更があったとき。

 （２）かかりつけの医療機関等の変更や身体状況に大きな変化があったとき。

 （３）届け出ている協力者の変更や登録している協力者の住所、電話番号等に変更があったとき。

 （４）緊急通報装置に接続する電話回線の種別に変更があったとき。

 （５）施設（老人ホ－ム）等に入所又は病院に長期入院したとき。

（６）家族と同居、市外転出など緊急通報装置を必要としなくなったとき。

８．前項（５）又は（６）などにより緊急通報装置を必要としなくなったときは、貸与を受けた緊急通報装置をすみやかに市へ返還します。

９．緊急時に協力者や警備員、関係職員が必要な範囲において敷地又は住居に立ち入ることに同意します。また、その際、救助活動により、私の住居等の一部に破損を生じた場合は、その復元に要する費用は私が全額負担し、協力者、受信センター及び市に対し、賠償請求権を放棄します。
１０．緊急通報と接続する電話回線は、ＮＴＴの一般加入電話回線（アナログ回線）以外を使用するときは、停電時などにおいて不通となる場合があることを理解納得の上で承諾書を提出します。

また、これにより起因するいかなる苦情や損害賠償責任も一切問いません。
